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基本施策３   療育・教育 

障害のある子どもの発達を支援する観点から、幼児の成長記録や指導上の配慮に関する情報

を、情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて関係機関間で共有するなど、本人やその家族に

対して、乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な支援を地域の身近な場所で提供する体

制の構築を図り、療育方法等に関する情報提供やカウンセリング等の支援を行うことが求めら

れています。 

障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立

ち、基礎的環境の整備を進めつつ、個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用を通じて、全て

の学校に在籍する障害のある幼児児童生徒が、合理的配慮の提供を受けながら、適切な指導や

必要な支援を受けられるようにすることが求められています。 

障害のある幼児児童生徒に提供される配慮や学びの場の選択肢を増やし、障害の有無にかか

わらず可能な限り共に教育を受けられるよう条件整備を進めるとともに、個々の幼児児童生徒

の教育的ニーズに最も的確に応える指導を受けることのできる、インクルーシブ教育システム

(包容する教育制度)の整備を推進することが求められています。 

市の現状と課題 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 
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 ● 市民の声 ●  

アンケート調査結果より 

テーマ別部会等の意見より 

66.4

32.4

1.2

事業所と通学先 

支援機関との 

情報の連携状況 

無回答 

できて 

いない 

できている 

0～12 歳までの障害児通所支援事業所の 

利用率は６～８割と高い 

≪障害児通所支援事業所の利用状況≫ 
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利用者のうち、事業所と通学先・支援機関 

との情報連携ができていない人が３割以上 
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基本施策４   雇用・就労 

障害のある人が地域で質の高い自立した生活を営むためには、就労が重要という考え方の下、

働く意欲がある障害のある人がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、多

様な就業の機会を確保するとともに、一般就労が困難な人には福祉的就労の底上げにより工賃

の水準の向上を図るなど、総合的な支援を推進することが求められています。 

一般就労をした障害のある人の職場定着に向けて、就業面や生活面からの一体的な支援を行

うとともに、地域の就労支援機関と連携をしながら、継続的な職場定着支援を行うことが求め

られています。 

改正障害者雇用促進法の趣旨等を踏まえ、地方公共団体においても障害者雇用を一層促進し

ていくため、地方公務員の募集や採用、採用後の各段階において、平等取扱いの原則や合理的配

慮指針に基づく必要な措置が講じられることが重要です。 

障害者優先調達推進法に基づき、地方公共団体は、障害者就労施設等で就労する障害のある

人の自立の促進に資するため、障害者支援施設等の受注機会の増大に向けた取組の推進が求め

られています。 

市の現状と課題 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。
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 ● 市民の声 ●  

アンケート調査結果より 

テーマ別部会等の意見より 

障害のある方が働きやすくなるためには、事業主や職場の方たちなどの周囲の人の理解が必要 

38.4

26.7
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22.2
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22.1
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事業主や職場の方たちが、障害
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18歳以上

≪障害のある方が働きやすくなるために必要な条件≫ 
（上位６項目） 

（％）
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≪将来仕事をするときに不安なこと（上位６項目）≫ 

18 歳以上 18 歳未満 
（％）

≪福祉就労の平均月収≫ 
（％）
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基本施策５   生活環境、移動・交通 

障害のある人が日常生活上の相談援助や介護等を受けながら共同生活を行うグループホーム

の整備を促進するとともに、その利用の促進や重度の障害のある人にも対応した体制の充実を

図ることが必要です。また、地域で生活する障害のある人の支援の拠点となる「地域生活支援拠

点等」の整備や当該拠点による取組を推進していくことが求められています。 

公営住宅を新たに整備する際にはバリアフリー対応を原則とするとともに、既存の公営住宅

のバリアフリー化改修を促進することが必要です。 

障害のある人が地域で安全に安心して暮らしていくことができる生活環境の実現を図るため、

障害のある人が安全に安心して生活できる住環境や移動しやすい環境の整備、アクセシビリテ

ィに配慮した施設等の普及促進など、障害のある人に配慮したまちづくりを総合的に推進して

いくことが求められています。 

市の現状と課題 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 
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 ● 市民の声 ●  

アンケート調査結果より 

個別調査（障害者団体アンケート）結果より 

20.1
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9.4
無回答 
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今後の暮らし 
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（本人への質問）

家族と自宅で暮らしたい 

その他 

施設等を
利用 
したい 

在宅生活を望む人が多く、そのためには日常生活を支える人が必要とされている 
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ること １
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≪本人にとって適している住まいで暮らすために必要なこと≫ 
※介助者への質問 （％）
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≪希望の住まい≫ 
（％）
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41.2％
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基本施策６   スポーツ・文化、社会参加活動 

障害のある人が円滑にスポーツや文化芸術活動、余暇・交流活動等を行えるよう、環境を整備

していくことは、社会参加という視点だけでなく、健康づくりや交流の輪を広げるなど生活を

豊かにする上でも重要です。 

障害のある人がその一生を通じて、自らの可能性を追求できる環境を整え、地域の一員とし

て豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じて教育やスポーツ、文化等の様々な機会に

親しむための活動や取組を横断的かつ総合的に推進していくことが必要です。 

市の現状と課題 

■〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 
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 ● 市民の声 ●  

アンケート調査結果より 

テーマ別部会等の意見より 
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している

生涯学習活動 

の実施状況 

生涯学習活動を実施している人は２割弱、参加促進には情報発信ときっかけづくりが必要 

（％）
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≪生涯学習活動を推進するために必要な支援≫ 
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